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公 益財 団 法 人柏 市 医 療公 社 定 款

第 １章 総 則

（名 称 ）

第 １条 こ の法 人 は ，公 益 財 団法 人 柏市 医 療 公社 と 称す る 。

（ 事務 所 ）

第 ２条 こ の法 人 は ，主 た る 事務 所 を 千 葉県 柏 市 布施 に 置 く。

２ こ の 法 人 は ， 従 た る 事 務 所 を 千 葉 県 柏 市 柏 下 及 び 同 市 大 山 台 に 置

く 。

第 ２章 目 的及 び 事 業

（ 目的 ）

第 ３ 条 こ の 法 人 は ， 医 療 ， 介 護 及 び 公 衆 衛 生 に 関 す る 各 種 事 業 を 行

い ， 柏 市 域 等 に お け る 住 民 の 健 康 や 福 祉 の 増 進 を 図 り ， も っ て 地 域

社 会の 健 全 な発 展 に 寄与 す るこ と を 目的 と する 。

（ 事業 ）

第 ４条 こ の法 人 は ，前 条 の 目的 を 達成 す る ため ， 次の 事 業 を行 う 。

(1) 夜 間急 病 診 療事 業 に 関す る こと 。

(2) 障 害児 ・ 者 等歯 科 診 療事 業 に関 す る こと 。

(3) 病 院事 業 に 関す る こ と。

(4) 介 護老 人 保 健施 設 事 業に 関 する こ と 。

(5) 検 診等 事 業 に関 す る こと 。

(6) 指 定 居宅 介 護 支援 事 業 及び 指 定介 護 予 防支 援 事業 に 関 する こ と 。

(7) 訪 問看 護 ス テ－ シ ョ ン事 業 に関 す る こと 。

(8) 地 域包 括 支 援セ ン タ ー事 業 に関 す る こと 。

(9) 休 日急 患 歯 科診 療 事 業に 関 する こ と 。

(10) 売 店事 業 に 関す る こ と。

(11) そ の 他 こ の 法 人 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業 に 関 す る

こ と。

２ 前 項 の 事 業 は ，柏 市 域（柏 市 及 び そ の 周 辺 地 域 を い う 。）に お い て

行 うも の と する 。

第 ３章 資 産及 び 会 計
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（ 資産 ）

第 ５条 こ の法 人 の 資産 は ， 基本 財 産及 び 運 用財 産 の２ 種 と する 。

２ 基 本財 産 は ，次 に 掲 げる も のを も っ て構 成 する 。

(1) 設 立 時 （ 公 益 法 人 へ の 移 行 時 ） の 財 産 目 録 中 基 本 財 産 の 部 に 記

載 され た 財 産

(2) 設 立 日 （ 公 益 法 人 へ の 移 行 日 ） 以 後 に 基 本 財 産 と す る こ と を 指

定 して 寄 附 され た 財 産

(3) 理 事会 で 基 本財 産 に 繰り 入 れる こ と を決 議 した 財 産

３ 運 用財 産 は ，基 本 財 産以 外 の財 産 と する 。

４ 基 本 財 産 は ， こ の 法 人 の 目 的 を 達 成 す る た め に 善 良 な 管 理 者 の 注

意 を も っ て 管 理 し な け れ ば な ら ず ， 基 本 財 産 の 一 部 を 処 分 し よ う と

す る と き 及 び 基 本 財 産 か ら 除 外 し よ う と す る と き は ， あ ら か じ め 理

事 会及 び 評 議員 会 の 承認 を 要す る 。

５ 基 本 財 産 の う ち ， 現 金 は ， 確 実 な 金 融 機 関 に 預 け 入 れ ， 信 託 会 社

に 信 託 し ， 又 は 国 債 ， 公 債 そ の 他 確 実 な 有 価 証 券 に 換 え て ， 保 管 し

な けれ ば な らな い 。

６ 運 用 財 産 の う ち ， 特 定 費 用 準 備 資 金 及 び 資 産 取 得 資 金 の 管 理 は 別

途 ，理 事 会 で定 め る 手続 に よる 。

（ 長期 借 入 金）

第 ６ 条 こ の 法 人 が 資 金 の 借 り 入 れ を し よ う と す る と き は ， そ の 事 業

年 度 の 収 入 を も っ て 償 還 す る 短 期 借 入 金 を 除 き ， 理 事 会 に お い て 理

事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 決 議 を 経 て ， 評 議 員 会 の 承 認 を 受 け な け れ

ば なら な い 。

（ 事業 年 度 ）

第 ７ 条 こ の 法 人 の 事 業 年 度 は ， 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り ， 翌 年 ３ 月 ３

１ 日に 終 わ る。

（ 事業 計 画 及び 収 支 予算 ）

第 ８ 条 こ の 法 人 の 事 業 計 画 書 ， 収 支 予 算 書 ， 資 金 調 達 及 び 設 備 投 資

の 見 込 み を 記 載 し た 書 類 に つ い て は ， 毎 事 業 年 度 開 始 の 日 の 前 日 ま

で に ， 代 表 理 事 が 作 成 し ， 理 事 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

こ れを 変 更 する 場 合 も， 同 様と す る 。

２ 前 項 の 書 類 に つ い て は ， 主 た る 事 務 所 及 び 従 た る 事 務 所 に ， 当 該

事 業 年 度 が 終 了 す る ま で の 間 備 え 置 き ， 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と
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す る。

（ 事業 報 告 及び 決 算 ）

第 ９ 条 こ の 法 人 の 事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は ，毎 事 業 年 度 終 了 後 ，

代 表 理 事 が 次 の 書 類 を 作 成 し ， 監 事 の 監 査 を 受 け た 上 で ， 理 事 会 の

承 認を 受 け なけ れ ば なら な い。

(1) 事 業報 告

(2) 事 業報 告 の 附属 明 細 書

(3) 貸 借対 照 表

(4) 正 味財 産 増 減計 算 書

(5) 貸 借対 照 表 及び 正 味 財産 増 減計 算 書 の附 属 明細 書

(6) 財 産目 録

２ 前 項 の 承 認 を 受 け た 書 類 の う ち ， 第 １ 号 ， 第 ３ 号 ， 第 ４ 号 及 び 第

６ 号 の 書 類 に つ い て は ， 定 時 評 議 員 会 に 提 出 し ， 第 １ 号 の 書 類 に つ

い て は そ の 内 容 を 報 告 し ， そ の 他 の 書 類 に つ い て は ， 承 認 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。 ま た ， 事 業 報 告 及 び 決 算 書 類 等 に つ い て は ， そ の

事 業年 度 終 了後 ３ 箇 月以 内 に行 政 庁 に提 出 しな け れ ばな ら な い。

３ 第 １ 項 の 書 類 の ほ か ， 次 の 書 類 を 主 た る 事 務 所 に ５ 年 間 ， ま た ，

従 た る 事 務 所 に ３ 年 間 備 え 置 き ， 一 般 の 閲 覧 に 供 す る と と も に ， 定

款 を 主 た る 事 務 所 及 び 従 た る 事 務 所 に 備 え 置 き ， 一 般 の 閲 覧 に 供 す

る もの と す る。

(1) 監 査報 告

(2) 理 事及 び 監 事並 び に 評議 員 の名 簿

(3) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 記 載 し た 書

類

(4) 運 営 組 織 及 び 事 業 活 動 の 状 況 の 概 要 及 び こ れ ら に 関 す る 数 値 の

う ち重 要 な もの を 記 載し た 書類

（ 公益 目 的 取得 財 産 残額 の 算定 ）

第 １ ０ 条 代 表 理 事 は ， 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関

す る 法 律 施 行 規 則 第 ４ ８ 条 の 規 定 に 基 づ き ， 毎 事 業 年 度 ， 当 該 事 業

年 度 の 末 日 に お け る 公 益 目 的 取 得 財 産 残 額 を 算 定 し ， 前 条 第 ３ 項 第

４ 号の 書 類 に記 載 す るも の とす る 。

第 ４章 評 議員
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（ 評議 員 ）

第 １１ 条 こ の法 人 に 評議 員 ５ 名以 上 ７ 名以 内 を 置く 。

（ 評議 員 の 選任 及 び 解任 ）

第 １ ２ 条 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 は ， 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人

に 関 す る 法 律 第 １ ７ ９ 条 か ら 第 １ ９ ５ 条 の 規 定 に 従 い ， 評 議 員 会 に

お いて 行 う 。

２ 評 議 員 を 選 任 す る 場 合 に は ， 次 の 各 号 の 要 件 を い ず れ も 満 た さ な

け れば な ら ない 。

(1) 各 評 議 員 に つ い て ， 次 の イ か ら へ に 該 当 す る 評 議 員 の 合 計 数 が

評 議員 の 総 数の ３ 分 の１ を 超え な い もの で ある こ と 。

イ 当 該評 議 員 及び そ の 配偶 者 又は ３ 親 等内 の 親族

ロ 当 該 評 議 員 と 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同

様 の事 情 に ある 者

ハ 当 該評 議 員 の使 用 人

二 ロ 又 は ハ に 掲 げ る 者 以 外 の 者 で あ っ て ，当 該 評 議 員 か ら 受 け る

金 銭そ の 他 の財 産 に よっ て 生計 を 維 持し て いる も の

ホ ハ 又は ニ に 掲げ る 者 の配 偶 者

ヘ ロ か ら ニ ま で に 掲 げ る 者 の ３ 親 等 内 の 親 族 で あ っ て ，こ れ ら の

者 と生 計 を 一に す る もの

(2) 他 の 同 一 の 団 体（公 益 法 人 を 除 く 。）の 次 の イ か ら ニ に 該 当 す る

評 議 員 の 合 計 数 が 評 議 員 の 総 数 の ３ 分 の １ を 超 え な い も の で あ る

こ と。

イ 理 事

ロ 使 用人

ハ 当 該 他 の 同 一 の 団 体 の 理 事 以 外 の 役 員（ 法 人 で な い 団 体 で 代 表

者 又 は 管 理 人 の 定 め の あ る も の に あ っ て は ， そ の 代 表 者 又 は 管

理 人） 又 は 業務 を 執 行す る 社員 で あ る者

ニ 次 に 掲 げ る 団 体 に お い て そ の 職 員（ 国 会 議 員 及 び 地 方 公 共 団 体

の 議会 の 議 員を 除 く 。） であ る 者

① 国 の機 関

② 地 方公 共 団 体

③ 独 立行 政 法 人通 則 法 第２ 条 第１ 項 に 規定 す る独 立 行 政法 人

④ 国 立 大 学 法 人 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 又 は
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同 条第 ３ 項 に規 定 す る大 学 共同 利 用 機関 法 人

⑤ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政

法 人

⑥ 特 殊 法 人（ 特 別 の 法 律 に よ り 特 別 の 設 立 行 為 を も っ て 設 立 さ

れ た 法 人 で あ っ て ， 総 務 省 設 置 法 第 ４ 条 第 １ ５ 号 の 規 定 の 適

用 を 受 け る も の を い う 。）又 は 認 可 法 人（ 特 別 の 法 律 に よ り 設

立 さ れ ， か つ ， そ の 設 立 に 関 し 行 政 官 庁 の 認 可 を 要 す る 法 人

を いう 。）

３ 評 議 員 に 異 動 が あ っ た と き は ， ２ 週 間 以 内 に 登 記 し ， 登 記 事 項 証

明 書 の 謄 本 を 添 え ， 遅 滞 な く そ の 旨 を 行 政 庁 に 届 け 出 な け れ ば な ら

な い。

（ 評議 員 の 任期 ）

第 １ ３ 条 評 議 員 の 任 期 は ， 選 任 後 ４ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う

ち 最終 の も のに 関 す る定 時 評議 員 会 の終 結 の時 ま で とす る 。

２ 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 評 議 員 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 評 議 員 の

任 期は ， 退 任し た 評 議員 の 任期 の 満 了す る 時ま で と する 。

３ 評 議 員 は ， 第 １ １ 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は ， 任 期 の

満 了 又 は 辞 任 に よ り 退 任 し た 後 も ， 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る

ま で， な お 評議 員 と して の 権利 義 務 を有 す る。

（ 評議 員 の 報酬 等 ）

第 １ ４ 条 評 議 員 に 対 し て ， 各 年 度 の 総 額 が ７ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え

な い 範 囲 で ， 評 議 員 会 に お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従

っ て算 定 し た額 を ， 報酬 と して 支 給 する こ とが で き る。

第 ５章 評 議員 会

（ 構成 ）

第 １５ 条 評 議員 会 は ，す べ て の評 議 員を も っ て構 成 する 。

（ 権限 ）

第 １６ 条 評 議員 会 は ，次 の 事 項に つ いて 決 議 する 。

(1) 評 議員 ， 理 事及 び 監 事の 選 任又 は 解 任

(2) 理 事及 び 監 事の 報 酬 等の 額

(3) 評 議員 に 対 する 報 酬 等の 支 給の 基 準

(4) 貸 借対 照 表 及び 正 味 財産 増 減計 算 書 の承 認
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(5) 定 款の 変 更

(6) 残 余財 産 の 処分

(7) 基 本財 産 の 処分 又 は 除外 の 承認

(8) そ の 他 評 議 員 会 で 決 議 す る も の と し て 法 令 又 は こ の 定 款 で 定 め

ら れた 事 項 ，及 び そ の他 評 議員 会 が 定め る 事項

（ 開催 ）

第 １ ７ 条 評 議 員 会 は ， 定 時 評 議 員 会 と し て 毎 事 業 年 度 終 了 後 ３ 箇 月

以 内 に １回 開 催 する ほ か ，必 要 があ る 場 合に 開 催す る 。

（ 招集 ）

第 １ ８ 条 評 議 員 会 は ， 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き ， 理 事 会

の 決議 に 基 づき 代 表理 事 が 招集 す る 。

２ 評 議 員 は ， 代 表 理 事 に 対 し ， 評 議 員 会 の 目 的 で あ る 事 項 及 び 招 集

の 理由 を 示 して ， 評 議員 会 の招 集 を 請求 す るこ と が でき る 。

（ 決議 ）

第 １ ９ 条 評 議 員 会 の 決 議 は ， 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る

評 議 員 を 除 く 評 議 員 の ３ 分 の ２ 以 上 が 出 席 し ， そ の 過 半 数 を も っ て

行 う。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 次 の 決 議 は ， 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害

関 係 を 有 す る 評 議 員 を 除 く 評 議 員 の ３ 分 の ２ 以 上 に 当 た る 多 数 を も

っ て行 わ な けれ ば な らな い 。

(1) 監 事の 解 任

(2) 評 議員 に 対 する 報 酬 等の 支 給の 基 準

(3) 定 款の 変 更

(4) 基 本財 産 の 処分 又 は 除外 の 承認

(5) 資 金の 借 り 入れ （ 短 期借 入 金を 除 く 。）

(6)そ の他 法 令 で定 め ら れた 事 項

３ 理 事 又 は 監 事 を 選 任 す る 議 案 を 決 議 す る に 際 し て は ， 各 候 補 者 ご

と に 第 １ 項 の 決 議 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 理 事 又 は 監 事 の 候 補 者

の 合 計 数 が 第 ２ １ 条 に 定 め る 定 数 を 上 回 る 場 合 に は ， 過 半 数 の 賛 成

を 得 た 候 補 者 の 中 か ら 得 票 数 の 多 い 順 に 定 数 の 枠 に 達 す る ま で の 者

を選任することとする。

（ 議事 録 ）
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第 ２ ０ 条 評 議 員 会 の 議 事 に つ い て は ， 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り ，

議 事録 を 作 成す る 。

２ 前 項 議 事 録 に は ， 議 長 及 び 出 席 し た 評 議 員 の う ち か ら 選 出 さ れ た

議 事録 署 名 人２ 名 が これ に 署名 押 印 する 。

第 ６章 役 員

（ 役員 の 設 置）

第 ２１ 条 こ の法 人 に ，次 の 役 員を 置 く。

(1) 理 事 ５ 名以 上 ７ 名以 内

(2) 監 事 ２ 名以 内

２ 理 事の う ち １名 を 代 表理 事 とす る 。

３ 代 表理 事 以 外の 理 事 のう ち ，３ 名 を 業務 執 行理 事 と する 。

（ 役員 の 選 任）

第 ２２ 条 理 事及 び 監 事は ， 評 議員 会 の決 議 に よっ て 選任 す る 。

２ 代 表 理 事 及 び 業 務 執 行 理 事 は ， 理 事 会 の 決 議 に よ っ て 理 事 の 中 か

ら 選定 す る 。

３ 各 理 事 に つ い て ， 当 該 理 事 及 び そ の 配 偶 者 又 は ３ 親 等 内 の 親 族 そ

の 他 特 別 の 関 係 が あ る 者 で あ る 理 事 の 合 計 数 が ， 理 事 の 総 数 の ３ 分

の １を 超 え るも の で あっ て はな ら な い。

４ 他 の 同 一 の 団 体（ 公 益 法 人 を 除 く 。）の 理 事 又 は 使 用 人 で あ る 者 そ

の 他こ れ に 準ず る 相 互に 密 接な 関 係 にあ る 者で あ る 理事 の 合 計数 は ，

理 事の 総 数 の３ 分 の １を 超 える も の であ っ ては な ら ない 。

５ 監 事 の う ち に は ， こ の 法 人 の 理 事 （ 親 族 そ の 他 特 別 の 関 係 が あ る

者 を 含 む 。） 及 び 評 議 員 （ 親 族 そ の 他 特 別 の 関 係 が あ る 者 を 含 む 。）

並 び に こ の 法 人 の 使 用 人 が 含 ま れ て は な ら な い 。 ま た ， 各 監 事 は ，

相 互に 親 族 その 他 特 別の 関 係が あ っ ては な らな い 。

６ 理 事 又 は 監 事 に 異 動 が あ っ た と き は ， ２ 週 間 以 内 に 登 記 し ， 登 記

事 項 証 明 書 の 謄 本 を 添 え ， 遅 滞 な く そ の 旨 を 行 政 庁 に 届 け 出 な け れ

ば なら な い 。

（ 理事 の 職 務及 び 権 限）

第 ２ ３ 条 理 事 は ， 理 事 会 を 構 成 し ， 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ

ろ によ り ， 職務 を 執 行す る 。

２ 代 表 理 事 は ， 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り ， こ の 法 人
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を 代 表 し ， そ の 業 務 を 執 行 し ， 業 務 執 行 理 事 は ， 理 事 会 に お い て 別

に 定め る と ころ に よ り， こ の法 人 の 業務 を 分担 執 行 する 。

３ 代 表 理 事 及 び 業 務 執 行 理 事 は ， 毎 事 業 年 度 に ４ 箇 月 を 超 え る 間 隔

で ２ 回 以 上 ， 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告 し な け れ ば な

ら ない 。

（ 監事 の 職 務及 び 権 限）

第 ２ ４ 条 監 事 は ， 理 事 の 職 務 の 執 行 を 監 査 し ， 法 令 で 定 め る と こ ろ

に より ， 監 査報 告 を 作成 す る。

２ 監 事 は ， い つ で も ， 理 事 及 び 使 用 人 に 対 し て 事 業 の 報 告 を 求 め ，

こ の法 人 の 業務 及 び 財産 の 状況 の 調 査を す るこ と が でき る 。

（ 役員 の 任 期）

第 ２ ５ 条 理 事 の 任 期 は ， 選 任 後 ２年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち

最 終の も の に関 す る 定時 評 議員 会 の 終結 の 時ま で と する 。

２ 監 事 の 任 期 は ， 選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の

も のに 関 す る定 時 評 議員 会 の終 結 の 時ま で とす る 。

３ 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 理 事 又 は 監 事 の 任 期 は ， 前 任 者 の 任 期 の 満

了 する 時 ま でと す る 。

４ 理 事 又 は 監 事 は ， 第 ２ １ 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は ，

任 期 の 満 了 又 は 辞 任 に よ り 退 任 し た 後 も ， 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就

任 する ま で ，な お 理 事又 は 監事 と し ての 権 利義 務 を 有す る 。

（ 役員 の 解 任）

第 ２ ６ 条 理 事 又 は 監 事 が ， 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 評 議 員

会 の決 議 に よっ て 解 任す る こと が で きる 。

(1) 職 務上 の 義 務に 違 反 し， 又 は職 務 を 怠っ た とき 。

(2) 心 身 の 故 障 の た め ， 職 務 の 執 行 に 支 障 が あ り ， 又 は こ れ に 堪 え

な いと き 。

（ 役員 の 報 酬等 ）

第 ２ ７ 条 理 事 及 び 監 事 に 対 し て ， 評 議 員 会 に お い て 別 に 定 め る 総 額

の 範 囲 内 で ， 評 議 員 会 に お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従

っ て算 定 し た額 を 報 酬等 と して 支 給 する こ とが で き る。
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第 ７章 理 事会

（ 構成 ）

第２ ８ 条 理 事会 は ， すべ て の 理事 を もっ て 構 成す る 。

（ 権限 ）

第２ ９ 条 理 事会 は ， 次の 職 務 を行 う 。

(1) こ の法 人 の 業務 執 行 の決 定

(2) 理 事の 職 務 の執 行 の 監督

(3) 代 表理 事 及 び業 務 執 行理 事 の選 定 及 び解 職

（ 招集 ）

第３ ０ 条 理 事会 は ， 代 表理 事 が 招集 す る 。

２ 代 表 理 事 が 欠 け た と き 又 は 代 表 理 事 に 事 故 が あ る と き は ， 各 理 事

が 理事 会 を 招集 す る 。

（ 決議 ）

第 ３ １ 条 理 事 会 の 決 議 は ， 第 ６ 条 の 規 定 に 定 め る も の の ほ か ， 決 議

に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 を 除 く 理 事 の ３ 分 の ２ 以 上 が

出 席し ， そ の過 半 数 をも っ て行 う 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す

る 法 律 第 １ ９ ７ 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ９ ６ 条 の 要 件 を 満 た し

た とき は ， 理事 会 の 決議 が あっ た も のと み なす 。

（ 議事 録 ）

第 ３ ２ 条 理 事 会 の 議 事 に つ い て は ， 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り ， 議

事 録を 作 成 する 。

２ 出 席し た 代 表理 事 及 び監 事 は， 前 項 の議 事 録に 署 名 押印 す る 。

第 ８章 定 款の 変 更 及び 解 散

（ 定款 の 変 更）

第 ３ ３ 条 こ の 定 款 は ， 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 変 更 す る こ と が で き

る 。

２ 前 項 の 規 定 は ， こ の 定 款 の 第 ３ 条 ， 第 ４ 条 及 び 第 １ ２ 条 に つ い て

も 適用 す る 。

（ 解散 ）

第 ３ ４ 条 こ の 法 人 は ， 基 本 財 産 の 滅 失 に よ る こ の 法 人 の 目 的 で あ る

事 業の 成 功 の不 能 そ の他 法 令で 定 め られ た 事由 に よ って 解 散 する 。
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（ 公益 認 定 の取 消 し 等に 伴 う贈 与 ）

第 ３ ５ 条 こ の 法 人 が 公 益 認 定 の 取 消 し の 処 分 を 受 け た 場 合 又 は 合 併

に よ り 法 人 が 消 滅 す る 場 合 （ そ の 権 利 義 務 を 承 継 す る 法 人 が 公 益 法

人 で あ る と き を 除 く 。）に は ，評 議 員 会 の 決 議 を 経 て ，公 益 目 的 取 得

財 産 残 額 に 相 当 す る 額 の 財 産 を ， 当 該 公 益 認 定 の 取 消 し の 日 又 は 当

該 合併 の 日 から １ 箇 月以 内 に， 柏 市 に 贈与 す る もの と す る。

（ 残余 財 産 の帰 属 ）

第 ３ ６ 条 こ の 法 人 が 清 算 を す る 場 合 に お い て 有 す る 残 余 財 産 は ， 評

議 員会 の 決 議を 経 て ，柏 市 に贈 与 す るも の とす る 。

第 ９章 公 告の 方 法

（ 公告 の 方 法）

第 ３ ７ 条 こ の 法 人 の 公 告 は ， 主 た る 事 務 所 及 び 従 た る 事 務 所 の 公 衆

の 見や す い 場所 に 掲 示す る 方法 に より 行 う 。

第 １０ 章 事 務局

（ 事務 局 の 設置 等 ）

第３ ８ 条 こ の法 人 の 事務 を 処 理す る ため ， 事 務局 を 設置 す る 。

２ 事 務局 に は ，事 務 局 長及 び 所要 の 職 員を 置 く。

３ 事 務局 長 及 び職 員 は ， 代 表理 事 が 任免 す る 。

４ 事 務 局 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は ，理 事 会 の 議 決 を 経 て ，

代 表理 事 が 定め る 。

第 １１ 章 雑 則

（ 委任 ）

第 ３ ９ 条 こ の 定 款 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 法 人 の 運 営 に 関 し 必 要

な 事項 は ， 理事 会 の 議決 を 経て ， 代 表理 事 が 定め る 。

附 則

１ こ の 定 款 は ， 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 公

益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関

係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 １ ０ ６ 条 第 １ 項 に 定 め る 公 益 法 人 の
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設 立の 登 記 の日 か ら 施行 す る。

２ 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 公 益 社 団 法 人 及

び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備

等 に 関 す る 法 律 第 １ ０ ６ 条 第 １ 項 に 定 め る 特 例 民 法 法 人 の 解 散 の 登

記 と 公 益 法 人 の 設 立 の 登 記 を 行 っ た と き は ， 第 ７ 条 の 規 定 に か か わ

ら ず ， 解 散 の 登 記 の 日 の 前 日 を 事 業 年 度 の 末 日 と し ， 設 立 の 登 記 の

日 を事 業 年 度の 開 始 日と す る。

３ こ の法 人 の 最初 の 代 表理 事 は吉 田 克 夫と す る。

４ こ の法 人 の 最初 の 代 表理 事 以外 の 理 事は ，次 に掲 げ る もの と す る 。

野 坂 俊 壽

小 林 正 之

金 江 清

今 村 貴 彦

５ こ の 法 人 の 最 初 の 業 務 執 行 理 事 は ， 上 記 の 理 事 の う ち ， 次 に 掲 げ

る 者と す る 。

野 坂 俊 壽

小 林 正 之

金 江 清

６ こ の法 人 の 最初 の 監 事は ， 次に 掲 げ る者 と する 。

大 塚 裕 弘

鈴 木 隆 夫

７ こ の法 人 の 最初 の 評 議員 は ，次 に 掲 げる 者 とす る 。

石 黒 博

表 徹 雄

北 尾 ユ ウ子

小 泉 文 子

酒 井 成 浩

古 川 隆 史

水 野 治 太郎

附 則

改 定後 の こ の定 款 は ，平 成 ２９ 年 ９ 月１ ３ 日か ら 施 行す る 。



公益財団法人柏市医療公社定款

12／12

附 則

改 定後 の こ の定 款 は ，令 和 ２年 ６ 月 ２６ 日 から 施 行 する 。

附 則

改 定後 の こ の定 款 は ，令 和 ７ 年 ４月 １ 日 から 施 行 する 。


